
意見を記入して 
意見箱へ投入 

担当係が確認・回収 

検討が必要なもの 軽易なもの 

学生生活委員会等で 
検討 

担当部署で対応 対応可能なもの 

対応した内容 または 
対応できない理由を
掲示により回答する 

 ※１，２ 

意見箱（投書箱）への対応について 

こ
の
間
一
ヶ
月
程
度 

※１ 時間を要する内容の場合は途中経過を知らせる 
  ２  担当係、掲示期限を明示する 

対
応
不
可
能
な
も
の 
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